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自
動
体
外
式
除
細
動
器
（
Ａ
Ｅ

Ｄ
）
が
一
般
市
民
も
使
用
で
き
る

よ
う
に
な
り
、
市
で
は
消
防
署
で

開
催
し
て
い
る
市
民
救
命
士
養
成

講
習
会
で
も
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
使
っ
た
講

習
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
今
回
、
市
内
の
公
共
施

設
13
カ
所
に
も
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
設
置

し
ま
し
た
。

　

今
回
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
設
置
し
た
公

共
施
設
は
、
救
急
車
が
到
着
す
る

ま
で
に
時
間
を
要
す
る
と
思
わ
れ

る
位
置
的
条
件
や
、
施
設
の
年
間

利
用
者
数
等
を
考
慮
し
、
設
置
し

て
い
ま
す
。

　

心
疾
患
等
（
心
筋
梗
塞
や
不
整

脈
）
に
よ
っ
て
、
突
然
心
臓
が
止

ま
っ
た
傷
病
者
の
生
命
を
救
う
た

め
に
は
、
心
肺
蘇
生
法
を
行
う
と

と
も
に
、
心
臓
へ
の
除
細
動
（
電

気
シ
ョ
ッ
ク
）
を
速
や
か
に
行
う

こ
と
が
重
要
で
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
も
、
市
民
救
命

士
養
成
講
習
会
を
受
講
し
て
、
正

し
い
知
識
と
使
い
方
を
学
び
、
Ａ

Ｅ
Ｄ
に
対
す
る
自
信
と
勇
気
を
持

ち
ま
し
ょ
う
。

■自動体外式除細動器（ＡＥＤ＝Automated External Defibrillator）
　ＡＥＤとは、心臓の停止している傷病者に対し、自動で心電図を解析し、除細動
（電気ショック）が必要な場合のみ、電気ショックを行う医療機器です。
　電源を入れると音声で操作方法が指示され、専門的な
知識がなくても簡単な操作で救命処置が行えます。

▲ＡＥＤ設置施設表示板
　ＡＥＤ設置施設の玄関入
　口に設置表示

▼ＡＥＤ本体

　
収
容
ボ
ッ
ク
ス

▲

西条西部地域交流センター
総合体育館（ひうち体育館・プール等含む）
西条西部体育館
橘公民館
氷見公民館
西条西中学校
丹原西中学校
河北中学校
東予体育館（中央公民館とあわせて利用）
東予運動公園（プール・野球場等含む）
丹原Ｂ＆Ｇ海洋センター
椿交流館（椿温泉こまつ）
東予北地域交流センター

ＡＥＤを設置した公共施設

市内企業でもＡＥＤの設置を始めています

地域住民の方もＡＥＤをお使いください
　このたび、福武のパナ
ソニック四国エレクトロ
ニクス㈱西条地区にもＡ
ＥＤが設置されました。
緊急の際には、いつでも
地域住民の方に開放し、
救命活動に協力していた
だけるそうです。

Ａ
Ｅ
Ｄ
で
救
お
う 

大
切
な
命

13
カ
所
の
公
共
施
設
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
設
置


